
   

26 日 獣 発 第 132 号 

平成 26 年 8 月 5 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

ブランタ・カナデンスィス（カナダガン）を特定外来生物に 
指定したことに伴う政令等の改正について 

 

このことについて、平成 26年 8月 1日付け環自野発第 1408011 号をもって、環境

省自然環境局長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろしくお

願いいたします。 

このたびの通知は、①特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

第 2条第１項に基づき、ブランタ・カナデンスィス（カナダガン。以下「カナダガン」

という。）を特定外来生物に指定する「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成 26年5月 30 日に公布され、カナ

ダガンに係る規制について 8月 1 日から施行されたこと、②これに伴い、カナダガン

に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める「環境大臣が所掌する特定外来生物に

係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部を改正する件」が平成 26 年 8 月 1 日に公

布され、同日から施行されたこと、③改正の概要は別添のとおりであること、の 3 点

について、関係機関の周知等、本会会員に協力を依頼されたものです。 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一

部を改正する件について 

 

 

１．背景 
 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16 年法

律第 78 号。以下「法」という。）は、生態系等に係る被害を及ぼし、又は及

ぼすおそれがある外来生物を特定外来生物として政令で指定し、その飼養等を

原則として禁止している（法第４条）。 

  ただし、例外として、法第５条第１項の主務大臣の許可を受けた場合には、

特定外来生物の飼養等をすることができることとしており、当該許可の要件

として、特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適合する飼養

等施設（以下「特定飼養等施設」という。）を有すること等の基準が設けら

れている（法第５条第３項から第５項まで）。その詳細については、特定外

来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則（平成 17 年農

林水産省・環境省令第２号）に定めるほか、同規則第５条第２項、第７条及

び第８条の規定に基づき主務大臣が定める次に掲げる告示において当該基準

に係る細目を定めている。 

① 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等

を定める件（平成 17 年環境省告示第 42 号。以下「環境省告示」という。） 

② 環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施

設の基準の細目等を定める件（平成 17 年農林水産省・環境省告示第４号。） 

 

今般、ブランタ・カナデンスィス（カナダガン）が特定外来生物に指定され

ることに伴い、環境省告示について、これらの特定外来生物に係る特定飼養等

施設の基準の細目等を定めるための改正を行う。 
 

 

２．改正の内容 

ブランタ・カナデンスィス（カナダガン）に係る特定飼養等施設の基準の細

目等を、当該生物の特徴等の実態を踏まえ、既指定のガビチョウ等と同等のも

のとする。 

ただし、特定飼養等施設については、おり型施設等又は移動用施設とするが、

指定時において現にブランタ・カナデンスィス（カナダガン）を展示目的で飼

（別添） 
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養等している施設（動物園など）であって、以下の要件を満たす場合にあって

は、指定から５年間に限り、擁壁式施設等を認めることとし、附則に規定する。 

 ・飼養等を開始する際には、飛行を確実に不能とする骨からの断翼による逸

出防止措置を講じていることを証する獣医師が発行した証明書を添付し、

個体の識別措置にかかる情報とあわせて環境大臣に届け出ること 

 ・許可に係る特定外来生物の繁殖等の状況を確認するため、巡視等の監視体

制を整備し、当該特定外来生物が産卵している場合には卵の排除等の繁殖

防止措置をとること。 

  

なお、繁殖防止措置について徹底させるため、飼養等の許可をする際には、

繁殖により個体数が増加しないための措置を講ずることを条件として付すこ

とを想定している。 

 

また、識別措置の内容を届け出なければならない期間、当該識別措置の内容

及び当該届出の方法については、個体へのマイクロチップの埋込み又は個体の

脚部への鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成 14 年環境

省令第 28 号）様式第５の２に規定する規格に準じる脚環の装着を行い、その

旨を証する書類等を届出書に添付し、飼養等を開始したときから 30 日以内に

環境大臣に提出することとする。ただし、幼齢な個体等の場合についてはその

他の識別措置を求めることとする。 



環
境
大
臣
が
所
掌
す
る
特
定
外
来
生
物
に
係
る
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準

の
細
目
等
を
定
め
る
件

（
平
成
十
七
年
環
境
省
告
示
第
四
十
二
号
）

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日

環
境
省
告
示
第
八
十
八
号
改
正
現
在

注

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態

系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
、

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
六
十
九
号
）
及
び
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等

に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

用
語
の
意
義
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
お
り
型
施
設
等
」
と
は
、
お
り
型
又
は
網
室
型
の
施
設
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

土
地
そ
の
他
の
不
動
産
に
固
定
さ
れ
て
い
る
等
容
易
に
移
動
又
は
運
搬

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
屋
外
か
ら
隔
離

す
る
こ
と
が
で
き
る
室
内
に
常
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

ロ

特
定
外
来
生
物
の
体
力
及
び
習
性
に
応
じ
た
堅
牢
な
構
造
で
あ
り
、
か

つ
、
振
動
、
転
倒
、
落
下
等
に
よ
る
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
り
容
易
に
損

壊
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

お
り
型
の
施
設
に
あ
っ
て
は
お
り
の
格
子
の
間
隔
が
、
網
室
型
の
施
設

に
あ
っ
て
は
網
の
目
の
大
き
さ
が
、
特
定
外
来
生
物
が
通
り
抜
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

外
部
と
の
出
入
口
の
戸
は
、
二
重
以
上
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
施
設
を
屋
外
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
室
内
に
常
置
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

ニ
の
出
入
口
の
戸
に
つ
い
て
は
、
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
体

が
触
れ
な
い
場
所
に
施
錠
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

給
排
水
設
備
を
通
じ
て
特
定
外
来
生
物
が
外
部
に
逸
出
し
な
い
よ
う
当

該
設
備
に
逸
出
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト

申
請
者
が
当
該
施
設
を
維
持
管
理
す
る
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

「
擁
壁
式
施
設
等
」
と
は
、
擁
壁
式
、
空
堀
式
又
は
柵
式
の
施
設
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

特
定
外
来
生
物
の
体
力
及
び
習
性
に
応
じ
た
堅
牢
な
構
造
で
あ
り
、
か

つ
、
振
動
、
転
倒
、
落
下
等
に
よ
る
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
り
容
易
に
損

壊
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

擁
壁
式
又
は
空
堀
式
の
施
設
に
あ
っ
て
は
、
特
定
外
来
生
物
の
逸
出
を

防
止
す
る
た
め
、
そ
の
壁
面
は
平
滑
で
あ
り
、
か
つ
、
十
分
な
高
さ
を
有

す
る
こ
と
。

ハ

柵
式
の
施
設
に
あ
っ
て
は
、
特
定
外
来
生
物
の
逸
出
を
防
止
す
る
た
め

の
返
し
、
電
気
柵
等
の
設
備
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
高
さ
を
有
す
る
こ

と
。

ニ

柵
式
の
施
設
に
あ
っ
て
は
、
柵
の
格
子
の
間
隔
又
は
金
網
の
目
の
大
き

さ
が
、
特
定
外
来
生
物
が
通
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ホ

電
気
柵
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
停
電
時
に
直
ち
に
作
動
で
き
る

発
電
機
そ
の
他
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

擁
壁
、
空
堀
又
は
柵
の
内
部
及
び
そ
の
周
辺
に
は
、
特
定
外
来
生
物
の

逸
出
を
容
易
に
す
る
樹
木
、
構
造
物
等
が
な
い
こ
と
。

ト

外
部
と
の
出
入
口
の
戸
は
、
二
重
以
上
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
施
設
を
屋
外
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
室
内
に
常
置
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

チ

ト
の
出
入
口
の
戸
に
つ
い
て
は
、
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
体

が
触
れ
な
い
場
所
に
施
錠
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

リ

給
排
水
設
備
を
通
じ
て
特
定
外
来
生
物
が
外
部
に
逸
出
し
な
い
よ
う
当

該
設
備
に
逸
出
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヌ

申
請
者
が
当
該
施
設
を
維
持
管
理
す
る
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

「
移
動
用
施
設
」
と
は
、
特
定
外
来
生
物
の
運
搬
の
用
に
供
す
る
こ
と
が



で
き
る
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

特
定
外
来
生
物
の
体
力
及
び
習
性
に
応
じ
た
堅
牢
な
構
造
で
あ
り
、
か

つ
、
振
動
、
転
倒
、
落
下
等
に
よ
る
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
り
容
易
に
損

壊
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

個
体
の
出
し
入
れ
や
給
餌
等
に
用
い
る
開
口
部
は
、
ふ
た
、
戸
等
で
常

時
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

開
口
部
の
ふ
た
、
戸
等
に
つ
い
て
は
、
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物

の
体
の
触
れ
な
い
部
分
に
施
錠
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

施
錠
以
外
の
方
法
で
、
特
定
外
来
生
物
が
逸
出
で
き
な
い
よ
う
開
口
部
を

封
印
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

空
気
孔
又
は
給
排
水
孔
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
孔
が
特
定
外
来
生
物

が
逸
出
で
き
な
い
大
き
さ
及
び
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ

閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
箱
、
袋
等
の
二
次
囲
い
に
収
納
し
て
運
搬
可
能

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
が
活
魚
運
搬
車
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

四

「
水
槽
型
施
設
等
」
と
は
、
水
槽
又
は
こ
れ
に
類
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

土
地
そ
の
他
の
不
動
産
に
固
定
さ
れ
て
い
る
等
容
易
に
移
動
又
は
運
搬

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
野
外
か
ら
隔
離

す
る
こ
と
が
で
き
る
室
内
に
常
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

ロ

特
定
外
来
生
物
の
体
力
及
び
習
性
に
応
じ
た
堅
牢
な
構
造
で
あ
り
、
か

つ
、
振
動
、
転
倒
、
落
下
等
に
よ
る
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
り
容
易
に
損

壊
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

個
体
の
出
し
入
れ
や
給
餌
等
に
用
い
る
開
口
部
は
、
ふ
た
、
戸
等
で
常

時
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
条
鰭
亜
綱
に
属

き

す
る
特
定
外
来
生
物
に
係
る
施
設
で
あ
っ
て
、
水
槽
の
壁
面
が
十
分
な
高

さ
を
有
し
、
特
定
外
来
生
物
が
逸
出
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
又
は
屋
外

か
ら
隔
離
で
き
る
室
内
に
常
置
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

開
口
部
の
ふ
た
、
戸
等
に
つ
い
て
は
、
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物

の
体
の
触
れ
な
い
部
分
に
施
錠
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
施
設
を
屋
外
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
室
内
に
常
置
す
る
場
合

で
あ
っ
て
、
施
錠
以
外
の
方
法
で
、
特
定
外
来
生
物
が
逸
出
で
き
な
い
よ

う
開
口
部
を
封
印
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

空
気
孔
又
は
給
排
水
孔
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
孔
が
特
定
外
来
生
物

が
逸
出
で
き
な
い
大
き
さ
又
は
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

申
請
者
が
当
該
施
設
を
維
持
管
理
す
る
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五

「
人
工
池
沼
型
施
設
等
」
と
は
、
人
工
的
に
設
け
ら
れ
た
池
、
沼
そ
の
他

の
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
の
管
理
下
に
な
い
外
部
の
者
が
自
由
に
当

該
施
設
に
近
づ
け
な
い
よ
う
、
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
等
の
立
入
防
止
の
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

外
部
の
水
系
か
ら
完
全
に
隔
離
さ
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

外
部
の
水
系
と
繋
が
る
給
排
水
設
備
に
十
分
な
逸
出
防
止
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

洪
水
時
に
お
い
て
も
、
当
該
施
設
内
の
特
定
外
来
生
物
が
容
易
に
外
部

の
水
系
に
流
出
す
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
。

ニ

特
定
外
来
生
物
の
体
力
及
び
習
性
に
応
じ
た
堅
牢
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ

申
請
者
が
当
該
施
設
を
維
持
管
理
す
る
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

六

「
網
い
け
す
型
施
設
」
と
は
、
網
を
使
用
し
た
い
け
す
型
の
施
設
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

特
定
外
来
生
物
の
体
力
及
び
習
性
に
応
じ
た
堅
牢
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ

い
け
す
の
網
の
目
は
、
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
が
逸
出
す
る
こ

と
が
不
可
能
な
大
き
さ
と
す
る
こ
と
。

ハ

い
け
す
の
周
囲
に
逸
出
防
止
の
た
め
、
特
定
外
来
生
物
が
通
り
抜
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
柵
、
網
等
に
よ
る
二
重
囲
い
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
い
け
す
の
全
面
の
網
が
厳
重
に
固
定
さ
れ
逸
出
可
能
な
開
口
部

が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

洪
水
時
に
お
い
て
も
、
当
該
施
設
内
の
特
定
外
来
生
物
が
容
易
に
外
部

の
水
系
に
流
出
す
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
。



ホ

申
請
者
が
当
該
施
設
を
維
持
管
理
す
る
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

七

「
屋
内
栽
培
施
設
」
と
は
、
屋
内
に
お
い
て
植
物
を
栽
培
す
る
た
め
の
施

設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
の
管
理
下
に
な
い
外
部
の
者
が
自
由
に
当

該
施
設
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
、
施
錠
設
備
の
設
置
等
の
立

入
防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

振
動
、
転
倒
、
落
下
等
に
よ
る
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
り
容
易
に
損
壊

し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
性
質
に
応
じ
て
、
特
定
外
来
生
物
が

当
該
施
設
か
ら
外
部
に
逸
出
す
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ニ

申
請
者
が
当
該
施
設
を
維
持
管
理
す
る
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

八

「
ほ
場
型
施
設
」
と
は
、
屋
外
に
お
い
て
植
物
を
栽
培
す
る
た
め
の
施
設

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

イ

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
の
管
理
下
に
な
い
外
部
の
者
が
自
由
に
当

該
施
設
に
近
づ
け
な
い
よ
う
、
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
等
の
立
入
防
止
の
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
性
質
に
応
じ
て
、
特
定
外
来
生
物
が

当
該
施
設
か
ら
外
部
に
逸
出
す
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ

申
請
者
が
当
該
施
設
を
維
持
管
理
す
る
権
原
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と
の
基
準
の
細
目
等
）

第
二
条

規
則
第
五
条
第
二
項
に
基
づ
く
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目
、
規

則
第
七
条
第
一
号
に
基
づ
く
飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間
、
同
条
第
二
号
に
基

づ
く
届
出
が
必
要
と
な
る
飼
養
等
に
係
る
当
該
特
定
外
来
生
物
の
数
量
の
変
更

の
事
由
及
び
当
該
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
規
則
第
八
条
第
二

号
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下

「
識
別
措
置
」
と
い
う
。
）
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当

該
識
別
措
置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法
並
び
に
同
条
第
四
号
の
特
定
外
来

生
物
の
取
扱
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

ト
リ
コ
ス
ル
ス
・
ヴ
ル
ペ
ク
ラ
（
フ
ク
ロ
ギ
ツ
ネ
）
、
エ
リ
ナ
ケ
ウ
ス
属

（
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
属
）
全
種
、
カ
ル
ロ
ス
キ
ウ
ル
ス
・
エ
リ
ュ
ト
ラ
エ
ウ
ス
（

ク
リ
ハ
ラ
リ
ス
）
、
カ
ル
ロ
ス
キ
ウ
ル
ス
・
フ
ィ
ン
ラ
イ
ソ
ニ
イ
（
フ
ィ
ン

レ
イ
ソ
ン
リ
ス
）
、
プ
テ
ロ
ミ
ュ
ス
・
ヴ
ォ
ラ
ン
ス
（
タ
イ
リ
ク
モ
モ
ン
ガ

）
の
う
ち
プ
テ
ロ
ミ
ュ
ス
・
ヴ
ォ
ラ
ン
ス
・
オ
リ
イ
（
エ
ゾ
モ
モ
ン
ガ
）
以

外
の
も
の
、
ス
キ
ウ
ル
ス
・
カ
ロ
リ
ネ
ン
ス
ィ
ス
（
ト
ウ
ブ
ハ
イ
イ
ロ
リ
ス

）
、
ス
キ
ウ
ル
ス
・
ヴ
ル
ガ
リ
ス
（
キ
タ
リ
ス
）
の
う
ち
ス
キ
ウ
ル
ス
・
ヴ

ル
ガ
リ
ス
・
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ス
（
エ
ゾ
リ
ス
）
以
外
の
も
の
及
び
オ
ン
ダ
ト

ラ
・
ズ
ィ
ベ
テ
ィ
ク
ス
（
マ
ス
ク
ラ
ッ
ト
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等

又
は
移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設

を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間
（
そ
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
に
更
新
の

た
め
の
許
可
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し

た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
対
し
、
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
の
あ
る

日
ま
で
。
以
下
同
じ
。
）

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
展
示
を
目
的
と
し
た
飼
養

等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(１)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に

(ⅰ)
終
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い

(ⅱ)



る
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識

別
措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始

後
の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た

(ⅲ)
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(２)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(ⅰ)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

(ⅱ)
び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

(ⅲ)

(１)
(ⅰ)

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（ⅲ）

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下

に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
の
発
行
し
た
証
明
書
を

届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日

以
内
（

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と

(2)

に

で
定
め
る
幼
齢
な
期
間
が
過
ぎ
て
か
ら
三
十
日
以
内
）
に
環
境
大
臣

(2)
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
（

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

の
幼
齢
な
期

(2)

(2)

間
内
に
限
る
。
）
。

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
る
際
現
に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
に
つ
い

(１)
て
、
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一

一
七
八
四
号
又
は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合

（１）

（３）

で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師

又
は
行
政
機
関
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
許

可
を
受
け
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ト
リ
コ
ス
ル
ス
・
ヴ
ル
ペ
ク
ラ
（
フ
ク
ロ
ギ
ツ
ネ
）
に
あ
っ
て
は
六

(2)
月
、
エ
リ
ナ
ケ
ウ
ス
属
（
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
属
）
全
種
、
カ
ル
ロ
ス
キ
ウ

ル
ス
・
エ
リ
ュ
ト
ラ
エ
ウ
ス
（
ク
リ
ハ
ラ
リ
ス
）
、
カ
ル
ロ
ス
キ
ウ

ル
ス
・
フ
ィ
ン
ラ
イ
ソ
ニ
イ
（
フ
ィ
ン
レ
イ
ソ
ン
リ
ス
）
、
プ
テ
ロ

ミ
ュ
ス
・
ヴ
ォ
ラ
ン
ス
（
タ
イ
リ
ク
モ
モ
ン
ガ
）
の
う
ち
プ
テ
ロ
ミ

ュ
ス
・
ヴ
ォ
ラ
ン
ス
・
オ
リ
イ
（
エ
ゾ
モ
モ
ン
ガ
）
以
外
の
も
の
、

ス
キ
ウ
ル
ス
・
カ
ロ
リ
ネ
ン
ス
ィ
ス
（
ト
ウ
ブ
ハ
イ
イ
ロ
リ
ス
）
、

ス
キ
ウ
ル
ス
・
ヴ
ル
ガ
リ
ス
（
キ
タ
リ
ス
）
の
う
ち
ス
キ
ウ
ル
ス
・

ヴ
ル
ガ
リ
ス
・
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ス
（
エ
ゾ
リ
ス
）
以
外
の
も
の
若
し

く
は
オ
ン
ダ
ト
ラ
・
ズ
ィ
ベ
テ
ィ
ク
ス
（
マ
ス
ク
ラ
ッ
ト
）
に
あ
っ

て
は
二
月
に
満
た
な
い
幼
齢
な
個
体
又
は
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
老
齢
、
疾
病
等
の
個
体
で
あ
っ

て
、
当
該
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
飼
養
等
の
許
可
を

受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状

況
を
撮
影
し
た
写
真
及
び
老
齢
、
疾
病
等
に
よ
り
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
個
体
に
あ
っ
て
は
当
該

事
実
を
証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、

当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
場
合

輸
入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

(３)
し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行
し

た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た

と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
（
愛
が
ん
又

は
観
賞
の
目
的
で
飼
養
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
二
条
第

(４)
一
項
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助
教
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己



の
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
等
を
す
る
個
体
に
つ
い
て
、
個

体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を

行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番

号
を
記
載
し
た
書
類
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を

開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
使
用
し
た
識
別
措
置
を
当
面
講
ず
る
こ
と
が
で

(５)
き
な
い
事
由
が
あ
る
と
環
境
大
臣
が
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す

標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真

を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら

三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
首
輪
、
引
綱
等
に
よ
る
個
体
の
係
留
等
の
適
切
な
逸

出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

マ
カ
カ
・
キ
ュ
ク
ロ
ピ
ス
（
タ
イ
ワ
ン
ザ
ル
）
、
マ
カ
カ
・
フ
ァ
ス
キ
ク

ラ
リ
ス
（
カ
ニ
ク
イ
ザ
ル
）
及
び
マ
カ
カ
・
ム
ラ
タ
（
ア
カ
ゲ
ザ
ル
）
並
び

に
マ
カ
カ
・
キ
ュ
ク
ロ
ピ
ス
（
タ
イ
ワ
ン
ザ
ル
）
が
マ
カ
カ
・
フ
ス
カ
タ
（

ニ
ホ
ン
ザ
ル
）
と
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生
物
及
び
マ
カ
カ
・
ム
ラ

タ
（
ア
カ
ゲ
ザ
ル
）
が
マ
カ
カ
・
フ
ス
カ
タ
（
ニ
ホ
ン
ザ
ル
）
と
交
雑
す
る

こ
と
に
よ
り
生
じ
た
生
物
（
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
の
子
孫
を
含
む
。
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等

又
は
移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設

を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
学
術
研
究
又
は
生
業
の
維

持
を
目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
特
定
外

来
生
物
を
実
験
の
用
に
供
す
る
場
合
又
は
展
示
を
目
的
と
し
た
飼
養
等
を

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(１)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に

(ⅰ)
終
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い

(ⅱ)
る
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識

別
措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始

後
の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た

(ⅲ)
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(２)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(ⅰ)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

(ⅱ)
び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

(ⅲ)

(１)
(ⅰ)

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（ⅲ）



ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下

に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
の
発
行
し
た
証
明
書
を

届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日

以
内
（

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

で
定
め
る
幼
齢
な
期
間
が

(３)

(３)

過
ぎ
て
か
ら
三
十
日
以
内
）
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
（

に
該

(３)

当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

の
幼
齢
な
期
間
に
限
る
。
）
。

(３)

入
れ
墨
等
に
よ
る
識
別
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

(１)
措
置
の
個
体
の
体
の
実
施
部
位
及
び
識
別
番
号
の
管
理
方
法
に
つ
い

て
記
載
し
た
書
類
を
飼
養
等
の
許
可
申
請
書
に
添
付
し
、
か
つ
、
当

該
措
置
内
容
を
ハ

の
台
帳
に
記
録
し
て
い
る
場
合
（
特
定
外
来
生

（１）

物
を
実
験
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
る
際
現
に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
に
つ
い

(２)
て
、
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一

一
七
八
四
号
又
は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合

（２）

（４）

で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師

又
は
行
政
機
関
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
許

可
を
受
け
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

生
後
六
月
に
満
た
な
い
幼
齢
な
個
体
又
は
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

(３)
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
老
齢
、
疾
病
等
の
個
体
で
あ
っ

て
、
当
該
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
飼
養
等
の
許
可
を

受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状

況
を
撮
影
し
た
写
真
及
び
老
齢
、
疾
病
等
に
よ
り
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
個
体
に
あ
っ
て
は
当
該

事
実
を
証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、

当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
場
合

輸
入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

(４)
し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行
し

た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た

と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助

(５)
教
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
等

を
す
る
個
体
に
つ
い
て
、
個
体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下
に
マ

イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
届
出
書
に
添
付

し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
使
用
し
た
識
別
措
置
を
当
面
講
ず
る
こ
と
が
で

(６)
き
な
い
事
由
が
あ
る
と
環
境
大
臣
が
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す

標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真

を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら

三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
実
験
の
用
に
供
す
る
た
め
、
特
定
飼
養
等
施
設
の

清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施

設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等

施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼

養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の

取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
首
輪
、
引
綱
等
に
よ
る

個
体
の
係
留
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

三

ム
ス
テ
ラ
・
ヴ
ィ
ソ
ン
（
ア
メ
リ
カ
ミ
ン
ク
）



イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等

又
は
移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設

を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
展
示
又
は
生
業
の
維
持
を

目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(1)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に

( )ⅰ
終
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い

( )ⅱ
る
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識

別
措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始

後
の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た

( )ⅲ
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(2)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

( )ⅰ

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

( )ⅱ

び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

( )ⅲ

(1)
( )ⅰ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

( )ⅲ

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下

に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
の
発
行
し
た
証
明
書
を

届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日

以
内
（

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と

(2)

に

で
定
め
る
幼
齢
な
期
間
が
過
ぎ
て
か
ら
三
十
日
以
内
）
に
環
境
大
臣

(2)
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
（

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

の
幼
齢
な
期

(2)

(2)

間
内
に
限
る
。
）
。

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
る
際
現
に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
に
つ
い

(1)
て
、
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一

一
七
八
四
号
又
は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合

(1)

(3)

で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師

又
は
行
政
機
関
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
許

可
を
受
け
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

生
後
二
月
に
満
た
な
い
幼
齢
な
個
体
又
は
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

(2)
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
老
齢
、
疾
病
等
の
個
体
で
あ
っ

て
、
当
該
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
飼
養
等
の
許
可
を

受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状

況
を
撮
影
し
た
写
真
及
び
老
齢
、
疾
病
等
に
よ
り
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
個
体
に
あ
っ
て
は
当
該

事
実
を
証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、

当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
場
合

輸
入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

(3)



し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行
し

た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た

と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
（
愛
が
ん
又

は
観
賞
の
目
的
で
飼
養
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）

学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助

(4)
教
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
等

を
す
る
個
体
に
つ
い
て
、
個
体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下
に
マ

イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
届
出
書
に
添
付

し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
使
用
し
た
識
別
措
置
を
当
面
講
ず
る
こ
と
が
で

(5)
き
な
い
事
由
が
あ
る
と
環
境
大
臣
が
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す

標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真

を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら

三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を

し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、

同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、

又
は
他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た

め
、
一
時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会

い
の
下
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
首
輪
、
引
綱
等
に
よ
る
個
体
の
係
留

等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

四

ア
ク
ス
ィ
ス
属
（
ア
キ
シ
ス
ジ
カ
属
）
全
種
、
ケ
ル
ヴ
ス
属
（
シ
カ
属
）

に
属
す
る
種
の
う
ち
ケ
ル
ヴ
ス
・
ニ
ポ
ン
・
ケ
ン
ト
ラ
リ
ス
（
ホ
ン
シ
ュ
ウ

ジ
カ
）
、
ケ
ル
ヴ
ス
・
ニ
ポ
ン
・
ケ
ラ
マ
エ
（
ケ
ラ
マ
ジ
カ
）
、
ケ
ル
ヴ
ス

・
ニ
ポ
ン
・
マ
ゲ
シ
マ
エ
（
マ
ゲ
シ
カ
）
、
ケ
ル
ヴ
ス
・
ニ
ポ
ン
・
ニ
ポ
ン

（
キ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
ジ
カ
）
、
ケ
ル
ヴ
ス
・
ニ
ポ
ン
・
プ
ル
ケ
ル
ル
ス
（
ツ
シ

マ
ジ
カ
）
、
ケ
ル
ヴ
ス
・
ニ
ポ
ン
・
ヤ
ク
シ
マ
エ
（
ヤ
ク
シ
カ
）
及
び
ケ
ル

ヴ
ス
・
ニ
ポ
ン
・
イ
ェ
ソ
エ
ン
ス
ィ
ス
（
エ
ゾ
シ
カ
）
以
外
の
も
の
、
ダ
マ

属
（
ダ
マ
シ
カ
属
）
全
種
並
び
に
エ
ラ
フ
ル
ス
・
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
（
シ

フ
ゾ
ウ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等

又
は
移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設

を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
展
示
又
は
生
業
の
維
持
を

目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(1)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に

( )ⅰ
終
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い

( )ⅱ
る
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識

別
措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始

後
の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）



個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た

( )ⅲ
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(2)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

( )ⅰ

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

( )ⅱ
び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

( )ⅲ

(1)
( )ⅰ

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

( )ⅲ

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下

に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
の
発
行
し
た
証
明
書
を

届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日

以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

耳
標
等
に
よ
る
識
別
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
耳

(1)
標
の
識
別
番
号
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
飼
養
等
の

許
可
申
請
書
に
添
付
し
、
か
つ
、
当
該
措
置
内
容
を
ハ

の
台
帳
に

(1)

記
載
し
て
い
る
場
合
（
特
定
外
来
生
物
を
生
業
の
維
持
の
用
に
供
す

る
場
合
に
限
る
）
。

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
る
際
現
に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
に
つ
い

(2)
て
、
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一

一
七
八
四
号
又
は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合

(2)

(4)

で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師

又
は
行
政
機
関
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
許

可
を
受
け
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
老
齢
、

(3)
疾
病
等
の
個
体
で
あ
っ
て
、
当
該
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施

設
に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、

当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
及
び
老
齢
、
疾
病
等
に
よ

り
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
個

体
に
あ
っ
て
は
当
該
事
実
を
証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
を

届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三

十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

輸
入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

(4)
し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行
し

た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た

と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
（
愛
が
ん
又

は
観
賞
の
目
的
で
飼
養
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）

学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助

(5)
教
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
等

を
す
る
個
体
に
つ
い
て
、
個
体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下
に
マ

イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
届
出
書
に
添
付

し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
使
用
し
た
識
別
措
置
を
当
面
講
ず
る
こ
と
が
で

(6)
き
な
い
事
由
が
あ
る
と
環
境
大
臣
が
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す

標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真

を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら

三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し



な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
首
輪
、
引
綱
等
に
よ
る
個
体
の
係
留
等
の
適
切
な
逸

出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

ブ
ラ
ン
タ
・
カ
ナ
デ
ン
ス
ィ
ス
（
カ
ナ
ダ
ガ
ン
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
又
は
移
動
用
施
設

（
前
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
展
示
を
目
的
と
し
た
飼
養

等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(1)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に
終

(ⅰ)

了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い
る

(ⅱ)

識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識
別

措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始
後

の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た
譲

(ⅲ)

渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(2)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(ⅰ)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

(ⅱ)
び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

(ⅲ)

(1)
(ⅰ)

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

(ⅲ)

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
の
頚
の
付
け
根
又
は
左
胸
筋
内

く
び

に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
の
発
行
し
た
証
明
書
を

届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日

以
内
（

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

で
定
め
る
幼
齢
な
期
間
が

(3)

(3)

過
ぎ
て
か
ら
三
十
日
以
内
）
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
（

に
該

(3)

当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

の
幼
齢
な
期
間
内
に
限
る
。
）
。

(3)

個
体
の
脚
部
に
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(1)
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
）
様
式
第
五
の
二

に
規
定
す
る
規
格
に
準
じ
る
脚
環
を
装
着
し
、
当
該
脚
環
の
識
別
番

号
を
証
す
る
書
類
及
び
装
着
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添

付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に

環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
る
際
現
に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
に
つ
い

(2)
て
、
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一

一
七
八
四
号
又
は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合

(2)

(4)



で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師

又
は
行
政
機
関
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
許

可
を
受
け
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

孵
化
後
二
月
に
満
た
な
い
幼
齢
な
個
体
又
は
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋

ふ

(3)
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
老
齢
、
疾
病
等
で
あ
っ
て
、

か
つ
、
脚
環
の
装
着
が
困
難
な
個
体
で
あ
っ
て
、
当
該
個
体
を
収
容

す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標

識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
及

び
老
齢
、
疾
病
等
に
よ
り
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ

る
体
力
を
有
さ
ず
、
か
つ
、
脚
環
の
装
着
が
困
難
な
個
体
に
あ
っ
て

は
当
該
事
実
を
証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添

付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に

環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

輸
入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

(4)
し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行
し

た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た

と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助

(5)
教
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
等

を
す
る
個
体
に
つ
い
て
、
個
体
の
頚
の
付
け
根
又
は
左
胸
筋
内
に
マ

イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
届
出
書
に
添
付

し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
外

部
の
出
入
口
を
閉
め
切
っ
た
室
内
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
等
の
適
切
な

逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六

ガ
ル
ル
ラ
ク
ス
・
カ
ノ
ル
ス
（
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）
、
ガ
ル
ル
ラ
ク
ス
・
ペ
ル

ス
ピ
キ
ル
ラ
ト
ゥ
ス
（
カ
オ
グ
ロ
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）
、
ガ
ル
ル
ラ
ク
ス
・
サ
ン

ニ
オ
（
カ
オ
ジ
ロ
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）
及
び
レ
イ
オ
ト
リ
ク
ス
・
ル
テ
ア
（
ソ
ウ

シ
チ
ョ
ウ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
又
は
移
動
用
施
設

（
前
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
展
示
を
目
的
と
し
た
飼
養

等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(１)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に

(ⅰ)
終
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い

(ⅱ)
る
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識

別
措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始



後
の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た

(ⅲ)
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(２)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(ⅰ)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

(ⅱ)
び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

(ⅲ)

(１)
(ⅰ)

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（ⅲ）

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該

標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の

飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。輸

入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

(１)
し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一
一
七
八
四
号
又

は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

に
お

(１)

い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行

し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し

た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

個
体
の
脚
部
に
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(２)
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
）
様
式
第
五
の
二

に
規
定
す
る
規
格
に
準
じ
る
脚
環
を
装
着
し
、
当
該
脚
環
の
識
別
番

号
を
証
す
る
書
類
及
び
装
着
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添

付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に

環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
外

部
の
出
入
口
を
閉
め
切
っ
た
室
内
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
等
の
適
切
な

逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

ケ
リ
ュ
ド
ラ
・
セ
ル
ペ
ン
テ
ィ
ナ
（
カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等
、

移
動
用
施
設
又
は
水
槽
型
施
設
等
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
展
示
を
目
的
と
し
た
飼
養

等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(１)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に

(ⅰ)
終
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い

(ⅱ)



る
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識

別
措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始

後
の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た

(ⅲ)
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(２)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(ⅰ)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

(ⅱ)
び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

(ⅲ)

(１)
(ⅰ)

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（ⅲ）

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
の
左
後
肢
皮
下
に
マ
イ
ク
ロ
チ

ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び

そ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付

し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
る
際
現
に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
に
つ
い

(１)
て
、
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一

一
七
八
四
号
又
は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合

(１)

(３)

で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師

又
は
行
政
機
関
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
許

可
を
受
け
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

甲
長
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
個
体
又
は
マ
イ
ク
ロ
チ

(２)
ッ
プ
の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
老
齢
、
疾
病
等
の

個
体
で
あ
っ
て
、
当
該
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
飼
養

等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標

識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
及
び
老
齢
、
疾
病
等
に
よ
り
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
個
体
に
あ

っ
て
は
当
該
事
実
を
証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書

に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以

内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

輸
入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

(３)
し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行
し

た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た

と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
（
愛
が
ん
又

は
観
賞
の
目
的
で
飼
養
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）

学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助

(４)
教
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
等

を
す
る
個
体
に
つ
い
て
、
個
体
の
左
右
の
肩
甲
骨
の
間
の
皮
下
に
マ

イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
届
出
書
に
添
付

し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
使
用
し
た
識
別
措
置
を
当
面
講
ず
る
こ
と
が
で

(５)
き
な
い
事
由
が
あ
る
と
環
境
大
臣
が
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す

標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真

を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら

三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

(１)



飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十
分

な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を

講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

危
険
な
生
物
で
あ
り
、
第
三
者
の
接
触
等
を
禁
止
す
る
旨
の
告
知
を
、

(２)
特
定
飼
養
等
施
設
又
は
そ
の
周
辺
に
標
識
等
を
掲
出
す
る
こ
と
に
よ

り
実
施
す
る
こ
と
。

八

ア
ノ
リ
ス
・
ア
ル
ロ
グ
ス
、
ア
ノ
リ
ス
・
ア
ル
タ
ケ
ウ
ス
、
ア
ノ
リ
ス
・

ア
ン
グ
ス
テ
ィ
ケ
プ
ス
、
ア
ノ
リ
ス
・
カ
ロ
リ
ネ
ン
ス
ィ
ス
（
グ
リ
ー
ン
ア

ノ
ー
ル
）
、
ア
ノ
リ
ス
・
エ
ク
エ
ス
ト
リ
ス
（
ナ
イ
ト
ア
ノ
ー
ル
）
、
ア
ノ

リ
ス
・
ガ
ル
マ
ニ
（
ガ
ー
マ
ン
ア
ノ
ー
ル
）
、
ア
ノ
リ
ス
・
ホ
モ
レ
キ
ス
及

び
ア
ノ
リ
ス
・
サ
グ
レ
イ
（
ブ
ラ
ウ
ン
ア
ノ
ー
ル
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等
、

移
動
用
施
設
又
は
水
槽
型
施
設
等
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

た
だ
し
、
展
示
を
目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(１)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に

(ⅰ)

終
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い

(ⅱ)
る
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識

別
措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始

後
の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た

(ⅲ)
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(２)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(ⅰ)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

(ⅱ)
び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

(ⅲ)

(１)
(ⅰ)

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（ⅲ）

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該

標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の

飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
に
よ
る
個
体
の
係
留
等
の
適
切

な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



九

ボ
イ
ガ
・
キ
ュ
ア
ネ
ア
（
ミ
ド
リ
オ
オ
ガ
シ
ラ
）
、
ボ
イ
ガ
・
キ
ュ
ノ
ド

ン
（
イ
ヌ
バ
オ
オ
ガ
シ
ラ
）
、
ボ
イ
ガ
・
デ
ン
ド
ロ
フ
ィ
ラ
（
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
ヘ
ビ
）
、
ボ
イ
ガ
・
イ
ル
レ
グ
ラ
リ
ス
（
ミ
ナ
ミ
オ
オ
ガ
シ
ラ
）
、
ボ
イ

ガ
・
ニ
グ
リ
ケ
プ
ス
（
ボ
ウ
シ
オ
オ
ガ
シ
ラ
）
、
エ
ラ
フ
ェ
・
タ
エ
ニ
ウ
ラ

・
フ
リ
エ
ス
ィ
（
タ
イ
ワ
ン
ス
ジ
オ
）
及
び
プ
ロ
ト
ボ
ト
ロ
プ
ス
・
ム
ク
ロ

ス
カ
マ
ト
ゥ
ス
（
タ
イ
ワ
ン
ハ
ブ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等
、

移
動
用
施
設
又
は
水
槽
型
施
設
等
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
展
示
を
目
的
と
し
た
飼
養

等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(１)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職

員
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に

(ⅰ)
終
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い

(ⅱ)
る
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識

別
措
置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始

後
の
内
容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た

(ⅲ)
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(２)

を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(ⅰ)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及

(ⅱ)
び
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

(ⅲ)

(１)
(ⅰ)

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（ⅲ）

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
の
総
排
泄
孔
よ
り
前
の
左
体
側

皮
下
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の

埋
込
み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
の
発
行
し
た
証
明

書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三

十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
る
際
現
に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
に
つ
い

(１)
て
、
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一

一
七
八
四
号
又
は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合

(１)

(３)

で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師

又
は
行
政
機
関
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
許

可
を
受
け
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

体
長
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
個
体
又
は
マ
イ
ク
ロ
チ

（２）
ッ
プ
の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
老
齢
、
疾
病
等
の

個
体
で
あ
っ
て
、
当
該
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
飼
養

等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標

識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
及
び
老
齢
、
疾
病
等
に
よ
り
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
個
体
に
あ

っ
て
は
当
該
事
実
を
証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書

に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以



内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

輸
入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

（３）
し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行
し

た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た

と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助

(４)
教
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と

認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
等

を
す
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
、
個
体
の
総
排
泄
孔
よ
り
前
の
左

体
側
皮
下
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ

チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を

届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三

十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
使
用
し
た
識
別
措
置
を
当
面
講
ず
る
こ
と
が
で

(５)
き
な
い
事
由
が
あ
る
と
環
境
大
臣
が
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
に
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す

標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真

を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら

三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

（１）
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十
分

な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
に
よ
る
個
体
の
係
留
等
の
適

切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

プ
ロ
ト
ボ
ト
ロ
プ
ス
・
ム
ク
ロ
ス
カ
マ
ト
ゥ
ス
（
タ
イ
ワ
ン
ハ
ブ
）

（２）
の
飼
養
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
危
険
な
生
物
で
あ
り
、
第
三

者
の
接
触
等
を
禁
止
す
る
旨
の
告
知
を
、
特
定
飼
養
等
施
設
又
は
そ

の
周
辺
に
標
識
等
を
掲
出
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
。

十

ブ
フ
ォ
・
コ
グ
ナ
ト
ゥ
ス
（
プ
レ
ー
ン
ズ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）
、
ブ
フ
ォ
・
グ

タ
ト
ゥ
ス
（
キ
ン
イ
ロ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）
、
ブ
フ
ォ
・
マ
リ
ヌ
ス
（
オ
オ
ヒ
キ

ガ
エ
ル
）
、
ブ
フ
ォ
・
プ
ン
ク
タ
ト
ゥ
ス
（
ア
カ
ボ
シ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）
、
ブ

フ
ォ
・
ク
エ
ル
キ
ク
ス
（
オ
ー
ク
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）
、
ブ
フ
ォ
・
ス
ペ
キ
オ
ス

ス
（
テ
キ
サ
ス
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）
、
ブ
フ
ォ
・
テ
ュ
フ
ォ
ニ
ウ
ス
（
コ
ノ
ハ
ヒ

キ
ガ
エ
ル
）
、
オ
ス
テ
オ
ピ
ル
ス
・
セ
プ
テ
ン
ト
リ
オ
ナ
リ
ス
（
キ
ュ
ー
バ

ズ
ツ
キ
ガ
エ
ル
）
、
エ
レ
ウ
テ
ロ
ダ
ク
テ
ュ
ル
ス
・
コ
ク
イ
（
コ
キ
ー
コ
ヤ

ス
ガ
エ
ル
）
及
び
ポ
リ
ュ
ペ
ダ
テ
ス
・
レ
ウ
コ
ミ
ュ
ス
タ
ク
ス
（
シ
ロ
ア
ゴ

ガ
エ
ル
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等
、

移
動
用
施
設
又
は
水
槽
型
施
設
等
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該

標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の

飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同



じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講

じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
一

ラ
ナ
・
カ
テ
ス
ベ
イ
ア
ナ
（
ウ
シ
ガ
エ
ル
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
、
擁
壁
式
施
設
等
、

移
動
用
施
設
又
は
水
槽
型
施
設
等
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
学
術
研
究
、

教
育
又
は
生
業
の
維
持
を
目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可
を
受

け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た

個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出

す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(1)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及
び
現

(2)
存
量数

量
の
増
減
の
事
実
が
生
じ
た
日
付
及
び
そ
の
数
量
、
相
手
方
の
氏

(3)
名
又
は
名
称
並
び
に
許
可
番
号

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該

標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の

飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
実
験
の
用
に
供
す
る
た
め
、
特
定
飼
養
等
施
設
の

清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施

設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等

施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼

養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の

取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の

適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
二

イ
ク
タ
ル
ル
ス
・
プ
ン
ク
タ
ト
ゥ
ス
（
チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ
ッ
シ

ュ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
、
水
槽
型
施
設
等
、

人
工
池
沼
型
施
設
等
又
は
網
い
け
す
型
施
設
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
網
い
け
す
型
施
設
に
つ
い
て
は
、
生
業
の
維
持
を
目
的
と
し
た

飼
養
等
を
す
る
場
合
で
、
か
つ
、
漁
業
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併
せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出

る
こ
と
。
た
だ
し
、
生
業
の
維
持
を
目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の

許
可
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養

等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(１)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及
び
現

(２)



存
量数

量
の
増
減
の
事
実
が
生
じ
た
日
付
及
び
そ
の
数
量
、
相
手
方
の
氏

(３)
名
又
は
名
称
並
び
に
許
可
番
号

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
又
は
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼

養
等
施
設
に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
の
装
着
又
は
掲

出
を
し
、
か
つ
、
当
該
措
置
の
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付

し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十
分

な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ

て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
三

エ
ソ
ク
ス
・
ル
キ
ウ
ス
（
ノ
ー
ザ
ン
パ
イ
ク
）
、
エ
ソ
ク
ス
・
マ
ス
ク

イ
ノ
ン
ギ
ュ
（
マ
ス
キ
ー
パ
イ
ク
）
、
ぺ
ル
カ
・
フ
ル
ヴ
ィ
ア
テ
ィ
リ
ス
（

ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
パ
ー
チ
）
、
サ
ン
デ
ル
・
ル
キ
オ
ペ
ル
カ
（
パ
イ
ク
パ
ー
チ

）
、
ス
ィ
ニ
ペ
ル
カ
・
ク
ア
ト
ス
ィ
（
ケ
ツ
ギ
ョ
）
及
び
ス
ィ
ニ
ペ
ル
カ
・

ス
ケ
ル
ゼ
リ
（
コ
ウ
ラ
イ
ケ
ツ
ギ
ョ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
又
は
水
槽
型
施
設
等

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併
せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出

る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
又
は
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼

養
等
施
設
に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
の
装
着
又
は
掲

出
を
し
、
か
つ
、
当
該
措
置
の
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付

し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講

じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
四

ガ
ン
ブ
ス
ィ
ア
・
ア
フ
ィ
ニ
ス
（
カ
ダ
ヤ
シ
）
、
モ
ロ
ネ
・
ク
リ
ュ
ソ

プ
ス
（
ホ
ワ
イ
ト
バ
ス
）
及
び
モ
ロ
ネ
・
サ
ク
サ
テ
ィ
リ
ス
（
ス
ト
ラ
イ
プ

ト
バ
ス
）
並
び
に
モ
ロ
ネ
・
ク
リ
ュ
ソ
プ
ス
（
ホ
ワ
イ
ト
バ
ス
）
が
モ
ロ
ネ

・
サ
ク
サ
テ
ィ
リ
ス
（
ス
ト
ラ
イ
プ
ト
バ
ス
）
と
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生

じ
た
生
物
（
そ
の
生
物
の
子
孫
を
含
む
。
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
、
水
槽
型
施
設
等
又

は
人
工
池
沼
型
施
設
等
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併
せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出



る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
又
は
個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼

養
等
施
設
に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
の
装
着
又
は
掲

出
を
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に

添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環

境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講

じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
五

き
ょ
く
と
う
さ
そ
り
科
全
種

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
水
槽
型
施
設
等
（
前

条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

（１）
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
外
部

へ
の
出
入
口
を
閉
め
切
っ
た
室
内
に
お
い
て
実
施
す
る
等
の
適
切
な

逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

危
険
な
生
物
で
あ
り
、
第
三
者
の
接
触
等
を
禁
止
す
る
旨
の
告
知
を
、

（２）
特
定
飼
養
等
施
設
又
は
そ
の
周
辺
に
標
識
等
を
掲
出
す
る
こ
と
に
よ

り
実
施
す
る
こ
と
。

十
六

ア
ト
ラ
ク
ス
属
全
種
、
ハ
ド
ロ
ニ
ュ
ケ
属
全
種
、
ロ
ク
ソ
ス
ケ
レ
ス
・

ガ
ウ
コ
、
ロ
ク
ソ
ス
ケ
レ
ス
・
ラ
エ
タ
、
ロ
ク
ソ
ス
ケ
レ
ス
・
レ
ク
ル
サ
、

ラ
ト
ロ
デ
ク
ト
ゥ
ス
・
ゲ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
（
ハ
イ
イ
ロ
ゴ
ケ
グ
モ
）
、
ラ
ト

ロ
デ
ク
ト
ゥ
ス
・
ハ
セ
ル
テ
ィ
イ
（
セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
）
、
ラ
ト
ロ
デ
ク
ト

ゥ
ス
・
マ
ク
タ
ン
ス
（
ク
ロ
ゴ
ケ
グ
モ
）
及
び
ラ
ト
ロ
デ
ク
ト
ゥ
ス
・
ト
レ

デ
キ
ム
グ
タ
ト
ゥ
ス
（
ジ
ュ
ウ
サ
ン
ボ
シ
ゴ
ケ
グ
モ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
水
槽
型
施
設
等
（
前

条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か



ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

(１)
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
外
部

へ
の
出
入
口
を
閉
め
切
っ
た
室
内
に
お
い
て
実
施
す
る
等
の
適
切
な

逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

危
険
な
生
物
で
あ
り
、
第
三
者
の
接
触
等
を
禁
止
す
る
旨
の
告
知
を
、

（２）
特
定
飼
養
等
施
設
又
は
そ
の
周
辺
に
標
識
等
を
掲
出
す
る
こ
と
に
よ

り
実
施
す
る
こ
と
。

十
七

ア
ス
タ
ク
ス
属
全
種
、
オ
ル
コ
ネ
ク
テ
ス
・
ル
ス
テ
ィ
ク
ス
（
ラ
ス
テ

ィ
ー
ク
レ
イ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
）
及
び
ケ
ラ
ク
ス
属
全
種

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
水
槽
型
施
設
等
（
前

条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講

じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
八

パ
キ
フ
ァ
ス
タ
ク
ス
・
レ
ニ
ウ
ス
ク
ル
ス
（
ウ
チ
ダ
ザ
リ
ガ
ニ
）
（
規

則
第
九
条
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
、
水
槽
型
施
設
等
（
前
条

第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
人
工
池

沼
型
施
設
等
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
生
業
の
維
持

を
目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ



る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し

て
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(1)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及
び
現

(2)
存
量数

量
の
増
減
の
事
実
が
生
じ
た
日
付
及
び
そ
の
数
量
、
相
手
方
の
氏

(3)
名
又
は
名
称
並
び
に
許
可
番
号

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講

じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
九

エ
リ
オ
ケ
イ
ル
属
（
モ
ク
ズ
ガ
ニ
属
）
に
属
す
る
種
の
う
ち
エ
リ
オ
ケ

イ
ル
・
ヤ
ポ
ニ
カ
（
モ
ク
ズ
ガ
ニ
）
以
外
の
も
の

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

擁
壁
式
施
設
等
、
移
動
用
施
設
（

前
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
水

槽
型
施
設
等
（
前
条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含

む
。
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
生
業
の
維
持

を
目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し

て
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(1)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及
び
現

(2)
存
量数

量
の
増
減
の
事
実
が
生
じ
た
日
付
及
び
そ
の
数
量
、
相
手
方
の
氏

(3)
名
又
は
名
称
並
び
に
許
可
番
号

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
十

分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講

じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
十

ケ
イ
ロ
ト
ヌ
ス
属
（
テ
ナ
ガ
コ
ガ
ネ
属
）
に
属
す
る
種
の
う
ち
ケ
イ
ロ

ト
ヌ
ス
・
ヤ
ン
バ
ル
（
ヤ
ン
バ
ル
テ
ナ
ガ
コ
ガ
ネ
）
以
外
の
も
の

エ
ウ
キ

、

ル
ス
属
（
ク
モ
テ
ナ
ガ
コ
ガ
ネ
）
全
種
、
プ
ロ
ポ
マ
ク
ル
ス
属
（
ヒ
メ
テ
ナ

ガ
コ
ガ
ネ
）
全
種
、
リ
ネ
ピ
テ
マ
・
フ
ミ
レ
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ア
リ
）
、
ソ



レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
ゲ
ミ
ナ
タ
（
ア
カ
カ
ミ
ア
リ
）
、
ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
イ

ン
ヴ
ィ
ク
タ
（
ヒ
ア
リ
）
及
び
ワ
ス
マ
ン
ニ
ア
・
ア
ウ
ロ
プ
ン
ク
タ
タ
（
コ

カ
ミ
ア
リ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
水
槽
型
施
設
等
（
前

条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
か
つ
、
当
該

標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の

飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

（１）
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
外
部

へ
の
出
入
り
口
を
閉
め
切
っ
た
室
内
に
お
い
て
実
施
す
る
等
の
適
切

な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ソ
レ
ノ
プ
ス
ィ
ス
・
ゲ
ミ
ナ
タ
（
ア
カ
カ
ミ
ア
リ
）
又
は
ソ
レ
ノ
プ

（２）

ス
ィ
ス
・
イ
ン
ヴ
ィ
ク
タ
（
ヒ
ア
リ
）
の
飼
養
等
を
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
危
険
な
生
物
で
あ
り
、
第
三
者
の
接
触
等
を
禁
止
す
る
旨

の
告
知
を
、
特
定
飼
養
等
施
設
又
は
そ
の
周
辺
に
標
識
等
を
掲
出
す

る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
。

二
十
一

ボ
ン
ブ
ス
・
テ
ル
レ
ス
ト
リ
ス
（
セ
イ
ヨ
ウ
オ
オ
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
（
前
条
第
一
号
ホ

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
、
移
動
用
施
設
（
前
条

第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
水
槽
型

施
設
等
（
前
条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。

）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
学
術
研
究
又

は
生
業
の
維
持
を
目
的
と
し
た
飼
養
等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
飼
養
等

の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
に

係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(1)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
に
係
る
巣
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数

(2)
量
及
び
現
存
量

数
量
の
増
減
の
事
実
が
生
じ
た
日
付
及
び
そ
の
数
量
、
相
手
方
の
氏

(3)
名
又
は
名
称
並
び
に
許
可
番
号

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の



掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

(1)
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
袋
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適

切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
個
体
又
は
個
体
を
収
納
し

(2)
て
い
る
巣
箱
を
密
閉
し
た
袋
に
入
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
確
実
に
殺

処
分
す
る
こ
と
。

二
十
二

リ
ム
ノ
ペ
ル
ナ
属
（
カ
ワ
ヒ
バ
リ
ガ
イ
属
）
全
種
、
ド
レ
イ
セ
ナ
・

ブ
ゲ
ン
ス
ィ
ス
（
ク
ワ
ッ
ガ
ガ
イ
）
、
ド
レ
イ
セ
ナ
・
ポ
リ
ュ
モ
ル
フ
ァ
（

カ
ワ
ホ
ト
ト
ギ
ス
ガ
イ
）
、
エ
ウ
グ
ラ
ン
デ
ィ
ナ
・
ロ
セ
ア
（
ヤ
マ
ヒ
タ
チ

オ
ビ
）
及
び
プ
ラ
テ
ュ
デ
ム
ス
・
マ
ノ
ク
ワ
リ
（
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
ヤ
リ
ガ
タ

リ
ク
ウ
ズ
ム
シ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
水
槽
型
施
設
等
（
前

条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
捕
獲
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡

し
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個

体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
袋
に
入
れ
る
こ
と
等
の

適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
十
三

ア
ル
テ
ル
ナ
ン
テ
ラ
・
フ
ィ
ロ
ク
セ
ロ
イ
デ
ス
（
ナ
ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ

イ
ト
ウ
）
、
ル
ド
ウ
ィ
ギ
ア
・
グ
ラ
ン
デ
ィ
フ
ロ
ラ
、
ヒ
ュ
ド
ロ
コ
テ
ィ
レ

・
ラ
ヌ
ン
ク
ロ
イ
デ
ス
（
ブ
ラ
ジ
ル
チ
ド
メ
グ
サ
）
、
ピ
ス
テ
ィ
ア
・
ス
ト

ラ
テ
ィ
オ
テ
ス
（
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
）
、
ア
ゾ
ル
ラ
・
ク
リ
ス
タ
タ
、
ギ
ュ

ム
ノ
コ
ロ
ニ
ス
・
ス
ピ
ラ
ン
ト
イ
デ
ス
（
ミ
ズ
ヒ
マ
ワ
リ
）
及
び
ミ
ュ
リ
オ

フ
ュ
ル
ル
ム
・
ア
ク
ア
テ
ィ
ク
ム
（
オ
オ
フ
サ
モ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
、
水
槽
型
施
設
等
（
前
条

第
四
号
ロ
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）

又
は
人
工
池
沼
型
施
設
等
（
前
条
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な

い
施
設
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
の
際
現

に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
を
観
賞
の
た
め
に
飼
養
等
を
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
移
動
用
施
設
又
は
水
槽
型
施
設
等
に
限
る
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
若
し
く
は
採
取
に
よ
り
飼
養

等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡
し
、
引

渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数

量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十



日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

（１）
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
水
槽
に
入
れ
る

こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
、
速
や
か
に
特
定
飼
養
等

施
設
に
収
容
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

施
設
内
の
水
交
換
等
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
外
来
生
物
の
個
体
又
は

（２）
そ
の
器
官
が
逸
出
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
濾
過
し
た
上
で
排
水
を

行
う
こ
と
。

枯
損
し
た
個
体
若
し
く
は
そ
の
器
官
又
は
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
と

（３）
し
た
個
体
若
し
く
は
そ
の
器
官
に
つ
い
て
は
、
焼
却
処
分
す
る
こ
と

二
十
四

コ
レ
オ
プ
ス
ィ
ス
・
ラ
ン
ケ
オ
ラ
タ
（
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
）
、
ル

ド
ベ
キ
ア
・
ラ
キ
ニ
ア
タ
（
オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ
）
、
セ
ネ
キ
オ
・
マ
ダ
ガ

ス
カ
リ
エ
ン
ス
ィ
ス
（
ナ
ル
ト
サ
ワ
ギ
ク
）
、
ス
パ
ル
テ
ィ
ナ
属
全
種
及
び

ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
・
ア
ナ
ガ
ル
リ
ス
―
ア
ク
ア
テ
ィ
カ
（
オ
オ
カ
ワ
ヂ
シ
ャ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
又
は
屋
内
栽
培
施
設
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
若
し
く
は
採
取
に
よ
り
飼
養

等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡
し
、
引

渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数

量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十

日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

(1)
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
袋
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防

止
措
置
を
講
じ
、
速
や
か
に
特
定
飼
養
等
施
設
に
収
容
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

枯
損
し
た
個
体
若
し
く
は
そ
の
器
官
又
は
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
と

(2)
し
た
個
体
若
し
く
は
そ
の
器
官
に
つ
い
て
は
、
焼
却
処
分
す
る
こ
と
。

二
十
五

ス
ィ
キ
ュ
オ
ス
・
ア
ン
グ
ラ
ト
ゥ
ス
（
ア
レ
チ
ウ
リ
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

移
動
用
施
設
（
前
条
第
三
号
ハ
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
、
屋
内
栽
培
施
設
又
は
圃

場
型
施
設
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

三
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
若
し
く
は
採
取
に
よ
り
飼
養

等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又
は
譲
渡
し
、
引

渡
し
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数

量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十



日
以
内
に
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
を
収
容
す
る
特
定
飼
養
等
施
設

に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲
出
し
、
当
該
標
識
の

掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等

を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定

(1)
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同
じ
敷
地
内
に
位
置
す
る

他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は
他
の
場
所
へ
の
移

動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一
時
的
に
特
定

外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
袋
に
入
れ
る
こ
と
等
の
適
切
な
逸
出
防

止
措
置
を
講
じ
、
速
や
か
に
特
定
飼
養
等
施
設
に
収
容
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

枯
損
し
た
個
体
若
し
く
は
そ
の
器
官
又
は
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
と

(2)
し
た
個
体
若
し
く
は
そ
の
器
官
に
つ
い
て
は
、
焼
却
処
分
す
る
こ
と
。

ほ
場
型
施
設
で
飼
養
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
結
実
期
前
に
す

(3)
べ
て
の
個
体
を
採
取
し
、
焼
却
処
分
す
る
こ
と
。

附

則
（
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
環
境
省
告
示
第
八
十
八
号
）

こ
の
告
示
の
適
用
の
際
現
に
展
示
を
目
的
と
し
た
カ
ナ
ダ
ガ
ン
の
飼
養
等
を
し

て
い
る
者
が
、
次
に
掲
げ
る
取
扱
い
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
特
定
外
来
生
物

に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
八

月
一
日
）
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る

改
正
後
の
第
二
条
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
又
は
移
動

用
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
擁
壁
式
施
設
等
又
は
移
動
用
施
設
」
と
、
同
号
ハ
中

「
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
限
り
で
な
い
（
擁
壁
式
施
設
等
で
飼

養
等
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

一

飼
養
等
を
開
始
す
る
際
に
は
、
飛
行
を
確
実
に
不
能
に
す
る
骨
か
ら
の
断

翼
に
よ
る
逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し

た
証
明
書
を
添
付
し
、
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併
せ
て
環
境
大
臣
に
届
け

出
る
こ
と
。

二

許
可
に
係
る
特
定
外
来
生
物
の
繁
殖
等
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
巡
視

等
の
監
視
体
制
を
整
備
し
、
当
該
特
定
外
来
生
物
が
産
卵
し
て
い
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
卵
を
排
除
す
る
等
の
繁
殖
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
。



- 1 -

環
境
大
臣
が
所
掌
す
る
特
定
外
来
生
物
に
係
る
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
新
旧
対
照
条
文

◎
環
境
大
臣
が
所
掌
す
る
特
定
外
来
生
物
に
係
る
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
五
月
環
境
省
告
示
第
四
十
二
号
）

（
抄
）

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と
の
基
準
の
細
目
等
）

（
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と
の
基
準
の
細
目
等
）

第
二
条

規
則
第
五
条
第
二
項
に
基
づ
く
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目
、
規

第
二
条

規
則
第
五
条
第
二
項
に
基
づ
く
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目
、
規

則
第
七
条
第
一
号
に
基
づ
く
飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間
、
同
条
第
二
号
に
基

則
第
七
条
第
一
号
に
基
づ
く
飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間
、
同
条
第
二
号
に
基

づ
く
届
出
が
必
要
と
な
る
飼
養
等
に
係
る
当
該
特
定
外
来
生
物
の
数
量
の
変
更

づ
く
届
出
が
必
要
と
な
る
飼
養
等
に
係
る
当
該
特
定
外
来
生
物
の
数
量
の
変
更

の
事
由
及
び
当
該
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
規
則
第
八
条
第
二

の
事
由
及
び
当
該
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
規
則
第
八
条
第
二

号
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下

号
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下

「
識
別
措
置
」
と
い
う
。
）
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当

「
識
別
措
置
」
と
い
う
。
）
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当

該
識
別
措
置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法
並
び
に
同
条
第
四
号
の
特
定
外
来

該
識
別
措
置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法
並
び
に
同
条
第
四
号
の
特
定
外
来

生
物
の
取
扱
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と
に
、

生
物
の
取
扱
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

ブ
ラ
ン
タ
・
カ
ナ
デ
ン
ス
ィ
ス
（
カ
ナ
ダ
ガ
ン
）

イ

特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

お
り
型
施
設
等
又
は
移
動
用
施
設

（
前
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
施
設
を
含
む
。
）
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ

飼
養
等
の
許
可
の
有
効
期
間

五
年
間

ハ

届
出
が
必
要
と
な
る
数
量
の
変
更
の
事
由
及
び
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
期
間

輸
入
、
譲
受
け
、
引
受
け
、
繁
殖
、
捕
獲
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
飼
養
等
を
す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
増
加
し
、
又

は
譲
渡
し
、
引
渡
し
、
死
亡
、
殺
処
分
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
飼
養
等
を

す
る
特
定
外
来
生
物
の
個
体
の
数
量
が
減
少
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
識
別
措
置
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
環
境
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
展
示
を
目
的
と
し
た
飼
養

等
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

飼
養
等
に
係
る
特
定
外
来
生
物
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載

(1)
し
た
台
帳
を
備
え
付
け
、
五
年
間
保
管
す
る
と
と
も
に
、
環
境
省
職
員

の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
れ
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

個
体
ご
と
の
飼
養
等
の
開
始
年
月
日
及
び
開
始
の
事
由
並
び
に
終

(ⅰ)
了
年
月
日
及
び
終
了
の
事
由

飼
養
等
を
し
た
個
体
の
識
別
措
置
の
内
容
（
現
に
実
施
し
て
い
る

(ⅱ)
識
別
措
置
の
内
容
が
、
飼
養
等
の
開
始
前
に
付
さ
れ
て
い
た
識
別
措

置
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
開
始
前
の
内
容
と
開
始
後
の
内

容
の
対
照
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。
）

個
体
の
譲
渡
し
等
を
行
っ
た
場
合
は
、
個
体
ご
と
に
記
載
し
た
譲

(ⅲ)
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
飼
養
等
の
許
可
番
号

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
ご
と
に
、
毎
年
、
そ
の
許
可

(2)
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で
に
、
当
該
一
年
間
に
飼
養
等

を
し
た
個
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
環
境
大
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臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

特
定
外
来
生
物
の
種
類

(ⅰ)

一
年
間
に
飼
養
等
を
し
た
個
体
の
総
数
量
、
増
減
し
た
数
量
及
び

(ⅱ)
現
存
量

数
量
の
増
減
に
係
る
個
体
に
つ
い
て
の
条
件
で
あ
る

か
ら

(ⅲ)

(1)
(ⅰ)

(ⅲ)

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ニ

識
別
措
置
の
内
容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
識
別
措

置
の
内
容
及
び
当
該
届
出
の
方
法

個
体
の
頚
の
付
け
根
又
は
左
胸
筋
内

く
び

に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込

み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
の
発
行
し
た
証
明
書
を

届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日

以
内
（

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

で
定
め
る
幼
齢
な
期
間
が

(3)

(3)

過
ぎ
て
か
ら
三
十
日
以
内
）
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
（

に
該

(3)

当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

の
幼
齢
な
期
間
内
に
限
る
。
）
。

(3)

個
体
の
脚
部
に
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(1)
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
）
様
式
第
五
の
二
に

規
定
す
る
規
格
に
準
じ
る
脚
環
を
装
着
し
、
当
該
脚
環
の
識
別
番
号
を

証
す
る
書
類
及
び
装
着
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
届
出
書
に
添
付
し
、

当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣

に
提
出
す
る
場
合

飼
養
等
の
許
可
を
受
け
る
際
現
に
飼
養
等
を
し
て
い
る
個
体
に
つ
い

(2)
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て
、
既
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
一
一

七
八
四
号
又
は
一
一
七
八
五
号
に
適
合
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

(2)

(4)

て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政

機
関
の
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
許
可
を
受
け
た

と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合

孵
化
後
二
月
に
満
た
な
い
幼
齢
な
個
体
又
は
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋

ふ

(3)
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有
し
な
い
老
齢
、
疾
病
等
で
あ
っ
て
、
か

つ
、
脚
環
の
装
着
が
困
難
な
個
体
で
あ
っ
て
、
当
該
個
体
を
収
容
す
る

特
定
飼
養
等
施
設
に
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
を
掲

出
し
、
か
つ
、
当
該
標
識
の
掲
出
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
及
び
老
齢
、

疾
病
等
に
よ
り
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
に
耐
え
ら
れ
る
体
力
を
有

さ
ず
、
か
つ
、
脚
環
の
装
着
が
困
難
な
個
体
に
あ
っ
て
は
当
該
事
実
を

証
す
る
獣
医
師
が
発
行
し
た
証
明
書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体

の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す

る
場
合

輸
入
、
飼
養
等
の
許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
か
ら
の
譲
受
け
若

(4)
し
く
は
引
受
け
又
は
捕
獲
の
際
、
当
該
個
体
に
つ
い
て
、
既
に
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ

ッ
プ
の
識
別
番
号
を
証
す
る
獣
医
師
又
は
行
政
機
関
の
発
行
し
た
証
明

書
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個
体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら

三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
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学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助

(5)
教
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認

め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
等
を
す

る
個
体
に
つ
い
て
、
個
体
の
頚
の
付
け
根
又
は
左
胸
筋
内
に
マ
イ
ク
ロ

チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実

及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
届
出
書
に
添
付
し
、
当
該
個

体
の
飼
養
等
を
開
始
し
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
環
境
大
臣
に
提
出

す
る
場
合

ホ

特
定
外
来
生
物
の
取
扱
方
法

特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
飼
養
等
施
設
の
清
掃
、
修
繕
等
の
た
め
、
同

じ
敷
地
内
に
位
置
す
る
他
の
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
移
動
の
た
め
、
又
は

他
の
場
所
へ
の
移
動
に
用
い
る
特
定
飼
養
等
施
設
へ
の
収
容
の
た
め
、
一

時
的
に
特
定
外
来
生
物
の
飼
養
等
を
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い
の
下
、
外

部
の
出
入
口
を
閉
め
切
っ
た
室
内
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
等
の
適
切
な

逸
出
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
～
二
十
五

（
略
）

五
～
二
十
四

（
略
）
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